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　４）　クローズド,4.シ.ヨ,芦｀約款炉労働協約の債務的部分に属すると解し，従ってま仁除名組合

員はこの約款のために当然に被傭者資格を失うものではなく，これを解･雇すべき義務を使用者が負

担するものであると解する立場が有力であること，そしてこの見解に立つとき使用者側がその義務

を履行しないならば，どのような効巣が具体的に出て来るかについては凡そ前号（高知大学学術研究

報告第2登第５号）に見すこ通りである．

　ところ炉右の後段につきこれとは逆に，右の義務を履行して除名組合員を使用者側炉解雇し仁と

きには被解雇者は一体法律的にはどのような地位に立っのか，このことにっいてはここに詳細論じ

る紙巾の余裕もないのですこだ一言，解雇され7二除名相会員は既に若干述べずこところの労働協約の拘

束力（学者のいわゆる労働協約の組織的効力－これにっいての詳細は拙稿「労働協約法論」（未発

表）において述べておい仁炉ここではその説明は省略せざるを得ない）の支配を受けるもので･ある

以上は，組合，雇主何れに対しても法律上の救済手段をもたぬものと解されている.（吾妻・労働法の

基本･問題頁118參照）ことを附言しておくに止め7こい．然しこの点にっいては，その除名炉「正当な理

由」あるものと詔められる限りにおいてそれを一憲了解しておくに止めるが，肯然しこの除名と解

雇との関係に関しては色々と重要な問題炉ひそんでいるのでこのことについて若干述べなければな

らない．

　一体組合による除名と使用者側によるそれの解雇という関係は，この種の約款（蔵密にはユニオ

ン・ショタプの協定）の運営の実際においては極めて複雑且重大な事態を･呈するものであることは

私の行政実務上の経験からしても息々見受け7二ものである.･そしてそのことにっいての事例を若干

記憶もしでいるのではある炉，幸い後佞陣士炉その論文中にこれに関する問題と事例を示していら

れるので博士の論文によって（「團結陥の既究」所蔵同博士「クローズド・ショップとオープン．･ショップ」頁

427以下によるj重点だけを紹介して問題を明らヵヽにしておき仁い．-ここでの問題に関係する事

件として先づ第一にあげられるべきは，薔労組法（昭和21年実施）の第11条違反として世人の注目

を浴びすこ，共産党員すこる組合員５名の除名にはじまる昭和22年秋におこっすこ日紡貝塚工場事件であ

る（その詳細は中央労働時報第54号參照）．この事件は後藤陣士もいわれるように，正に「会祀は十分に

手松をふんでいない除名処分をよろこび迎えあわ7二だしく解雇処分に出7こという暗い面のある」こ

と炉痛感甘られ仁事件であっ7このである．本件のポイントがどのような点にあっ仁かを暗示するす二

めに，本件について被除名者からの申告を受けた大阪労働基準局が下し7こ裁定の要点を示すと，同

裁定は，『……９月16日･･･執行委員会は,……申告者５名を除名するや当日直.ちにこれを会社に通知

し………ﾌﾆ.10月７日組合木部理事会は組合ヽ規約の定めるところにより正式に除名の最終的決定をな

し7こ．会社はこの組合の最終的決定をまっことなく肪こ？月16日附をもって被除名者を解雇レすこ･

……協約並びに諸規約の条項で定めるところに照して考へるに，本件の除名にっいては，10月７日

組合理事･会の決議によって始めてその効果を発生し仁と解釈すべきであるからして，･……10月７日
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以後に於て始めて会社は被除名者５名を解雇すべき協約上の義務を組合に対して負担するものと解

せられる‥‥‥‥糸EL合の除名に基く解雇の場合と雖も除名効果の完全に発生しすこ後に処･置をとるべき

ところ，会祀はかかる考慮をなさす機械的自動的効果の発生である炉如く取扱っているのは，労働

基準法の根木精榊に照らし甚だしく不当なる処･置である………要するに,……会祗がなせる９月16日

の解順行篤は労働協約に違反するものであり，従って労働基準法第２条の精榊に反するから，これ

を取消すべきものであると裁定する.』とされているのである．そしてこれによって本件に関する

中労委の調査報告書炉，『凡そ労働組合の組合員除名が正当なりや否やを判断する包めには，除名

に関する組合規約粂項の当否，実際に行われ7二除名手統の当否等を審査するの外，例えば組合員の

行篤炉組合内部の統制を楽し7こことを理由として行われすこ除名の当否を判断する7こめには，組合員

の行動が当該事情の下において正当の範囲を超えなかっ7二かどうかを具体的に調査する必要炉あ

る.』といい，ま7二『クローズド・ショップの規約がある以上，組合から除名され7二者は，すべて解

屈せらるべきであり，従ってこの理由による解雇はすべて労組法第Ｕ条（現行労組法第７条一筆者註）

に該当しないという議論はなり立了こない．解雇炉第Ｕ条（前註通り）に該当するや否やは専ら使用

者がこれによって組合を破壊もしくは弱体化する意思をもってい7二かどうかによって判断せらるべ

きであって……殊に当該組合の実態，組合と使用者との関係如何等によっては，使用者と組合幹部

と炉通謀し，もしくは使用者が組合幹部に不当の圧力を加えて組合炉解雇処分に不当な協力をする

ことも考え得るからである．』といっているのもま7二本件の実態を突い包ものとして，極めて重要

な意味をもっものなのである．更に除名の理由除名の手続に何等かの瑕疵をもっ事件として，栗本

鉄工所加賀屋労働組合事件と扶桑金属工業株式会祗における隋1合員除名並不当解雇取消仮処分申

請事件」炉あるが，両事件の要点は次のようなものであっﾌﾆ．（以下後藤呻士前掲論文頁430以下による）．

前者は，「クローズド・ショ．プの条項が加賀屋工場労組に対する圧迫の7こめに利用された，という

のが特徴」であり，その場合「しめっけ」制は，「連合本に加盟しているいくつかの労働組合の一

つ炉斗争的な態度をとｂ，途に連合体の軟弱な態度にあきす二らずして共同戦線から離れすこ場合に，

この組合を壊滅せしめる了こめに利用されすこ」ものである．このようiこ「クローズド・ツヨ．プ条項

を盾にとって連合体から離脱した組合の組合員を解雁をもっておびやかすことは憲法28条によって

保障せられすこ積極的固結榴と衝突することを無硯せるもの」である炉，「しか･し，実際はどうかと

いうと」，脱退し7こ加賀屋工場労組組合員に対する会祗側からの解屈手続をとる旨の「通告を受け

ると，加賀屋工場労組は，腰くだけとなり……『産別晩退』などの屈辱的条件を内容とする受書に

調印（組合と連合体のみならす，会社代表者まで炉堂々と調印している）して，連合休に復帰する

ことを許され」て解届を冤れ7二のであっ7こ炉，その後急速的・戦斗的分子は一せいに職場から追放

せられる結果となっ7このであっ7こ．後者は，被除名者の組合撹乱のビラ撒布，署名運動などの行篤

が「共産党フラク排準」の決議ならびに組合規約の義務規定と制裁規定に該当するものであるとし

て，組合臨時大会で申請人の除名を組合は決議し,一次で被申請会計は労働協約及び附帯受書に基く

と称して申請人等に対して解雇の通知をし7二というの炉その骨子であって，これに対する大阪地方

裁判所の下した判決の要旨は，『………本･fzﾄの決議が有効に組合の決議として成立するか否かは，

その決議炉組合の目的達成の7こめ必要であるか否かによって定まるものというべきである．よって

此の点を考察するに,‥…･被申請組合の規約に定立されすこ目的としては,……要するに，経済的な産

業の興隆民主化と組合員労働者の経済的地位向上をはかる旨を定めているのであって，組合員に対

して政治的な一定の態度を要求するものとはみられない．し7こかつて，組合員に対して一定の政治

的態度を求むる決議をなす7こめには，これ加具体的場合に組合員の地位向上の7こめ特に必要である

事情加なければならない．しかるに被中院組合加，共産党員のいわり）るフクラ活動なる政治行動を
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全面的に禁止しなければならないような，さし辿っ7二事情は，被中請人等の全疎明によるも，これ

を認めカリこい．従って決議を以て共産党フクラ活動を禁止し，制裁規定を以て組合員に強制するこ　・

･とは，被申講組合の目的の範囲外であって，右決議はその余の争点に付いて判断する迄もなく当然

無効と謂わなければならない.』というにあるのである炉，「判決は続いて;被申請組合の指摘し7こ

申請人の行篤は，組合の統制を棄すも･のともみとめ炉仁いとして，結局，仮処分の申請を容れ7こ」

のである･．尚この事件にっいての除名と解屈の関係にふれる鋤分の判旨を吾妻教授の「判例労働法上

（労働協約）（頁51）より引用して見ると，「判旨は除名を組合の目的外の行篤として無効と判断し仁

上,………『右解雇の前提となっ7こ除名炉無効であることは前記詔定の通りであるがら被申請会社の

埓しす二解雇も亦この原因なき7こめ無効のものであり，申請人等は被申請会社に対して従業員として

の地位を失わないものとみとめる.』」と判示しているのであっすこ.

　5/）以上はクローズド・ショジプ条項を契機とする重要問題としての除名と解雇の関係にっい

七具体的事件を通してその実相をつかも･うと試み7このでめるが，次にこの問題を概括して結末をつ

けすこい.一先づ第１点は，右にあげ7こ諸事･件全休について適用せられるのである炉，クｐ－ズド・

ショップ約款を契機とする「除名と解雇」の関係に関する問題の処理に当って特に充分考慮せられ

るべきものは，前記の中労委の調査報告書中に見られる警告的見解をば注目すべきことである．こ

の中労委の見解と同趣旨を示すものに大浜鎬業所の事件に関する昭和24年４月23日の最高裁判所の

判決があるのである炉／念のすこめに示すと，同判旨は，『ク;=･－ズド・ショ．プの規約炉ある場合に

おいても，被除名者に対する使用者の不利徐取扱は，すべて労調法第40条（改正前のもの．現行法では

労組法第７条第４号に該当する一筆者註丿こ違反しないものと速断することはできない．かかる場合でも

規約の具休的内容，組合と使用者との関係，組合員除名の理由，除名炉果.して組合の自主性におい

てなされたかどうか，使用者の意図等を充分に審理絵討しなければならない.』といっているので

ある（尚石川吉右術門「判例回顧”労価法”」,法律時報第24登第12号頁84參照）．何れにしろこれらの意見に徴

するとき，この約款の運用処理に当ってはもとよりその理論的構成の過程においても，かの憲法的

基本権すこる労働固結権の規定，従ってまだそれらの実質的裏打ちともいうべき労組法第７粂との関

係を念頭におくこと炉必要である･こと･炉看過されてはならないのであって，このことはこれらの警

告的見解の線に蔵正に副うて行政実務に当っすこ私自身の体験から強く才旨摘しておきすこいところであ

る．殊には，組合の弱体化，御用組合化の意思をもっものと思料せられる場合における使用者と組

合幹部の通諜等云々の点に至っては，倣重調査せられるのでなければこの種の約款の本義はそれに

よって全く失われるに至るであろう．否それだけではなく，「正当な事由」なき除名と解雇こそは

そもそも労働権團結権の侵害であるのであり，基本的人権の無硯であるのは改めていうまでもな

い．固結の自由はどこまでも全労働者の地位の向上に向っての共通意識の一体化し7こ発現によって

こそ確保せられるものであり，そこでは使用者側の意思炉断乎排學せらるべき程度の罫の民主的組

合の成熟が要請せられ，このような実践的意思の発動こそ炉固結の法理の形成と育成に影響を典え

るものといわねばならないのであって，ま7こ延いてはこのこと炉労働法褐自の性格を規定するもの

であるといえよう．次に第２点は，労働協約上の問題として除名の無効炉当然に解雇の無効を結果

するかということ炉問題とされることである．これを肯定する判決のあることは前記扶桑金属工業

事件につき示し7こところである炉，これにっいては吾妻教授は右扶桑金属工業事件に関する判決の

批判において，「法律論.として解雁の原因関係炉無効な場合に，解雇自体が無効になるかは，一般

論として，必ずしも云い得ることではないと考える．」としていられる炉，続いて，「除名炉無効と

されるのは，この場合，単なる手統的な瑕疵に基くのではなく，憲法に於ける信条の自由という大

原則に反するというところからの事であるから，これに基く解雁もまた，信条の自由を社会関係の
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　中に貫く1こ応に，無効とさるべきであろう.JIとしていられる（吾娶，前掲頁!29, 130)のであるが，

゜して見れば，教授は一般論としては必ずしも除名の無効即解雇の無効とはならない，個々の実情に

　基いて解雇の効力如何を判定すべきであるという立場に立っていられるようであって判決に対して

　批判的である．そこて，手続的な瑕疵をもっ除名に基く解雇，組合の除名の通知を受けてその有効

　を信じてなされ類解雇，除名原因について組合と会祗との間に諒解か成立っているような事情の下

　における解雇といっす二ようなケースが考えられるであろうが，激授はこれらにっいては結論を出す

　ことなく，最後のケースについてだけ，そのような事情があればl会祗について，労働基準法３条

　違反の問題ともなろう（同柴琵解順に於ける差別待遇の禁止をも含むという立場を私は探用してい

　る）.」とされている（吾妻，前掲頁130).この最後の問題にっいては使用者側に労組法７柴に抵鴎す

　る疑い炉認められそうだが，これら諸ケースにふれる紙幅もないので省略す,るとしても，除名の無

　効と解雇の効力の関係は判決のような軍純さではなく，も少し理論的構成垣望まれるのである．

　　６）　次には組合が分裂して第２組合加結成され7こ場合，クローズド・ショヅプの効力如何に関

　する問題を取り上げてみる．これは言葉をかえていえば，組合が分裂して第２組合が結成されてし

　まった後にクローズド・ショヽ,プの協定を武器として果して第２組合･員の解雇を要求できるか，第

　２組合員の数炉過半数を占め了こ場合でもそうなのかということである．－さし当ってこの問題は，

　実定法上は労組法７柴１号但書の解釈適用上においても問題となるものであるから一憲同柴を見て

　みると，１号本文は，『労働者垣労働組合に加入せす，若しくは労働組合から脱退することを屈用

　条件とすること．』を使用者の不当労働行篤として禁じているのである垣･，１号但書では，『但し，

　労働組合加特定の工場事業場に雇用される労働者の過牛数を代表する場合において，そ.の労働者炉

　その労働組合の組合員であることを雁用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではな

　いｊとされているのであって，この本文と但書と･の関係垣規定の文字の上から矛盾するようなき

　らい垣あるところからその解釈について若干議論があるのである．そこで先づこの但書の趣旨とす

　るところがどの点にあるのかを立案当局者の言によって見れば，「クローズド・ショ．ブ，●－ニオ

　ン・ショ，プ制は，葡法下（昭和24年の改正前を指すー筆者註）でも認められており，改正法においても

　昭和24年の改正法を指すー筆者註），本文の規定からはこれを禁止する趣旨は出ないのであるが，１こだ一

　工場に２つの労働組合垣あり，その一方炉榎･業員の大多数を占めて，使用者とユニオン・ショップ

　の協約を結んだときは，他方の労働組合に加入している労働者はjその組合から晩退して大きい方

　の組合に加入しなければ解雇されることとなるのでにれが本文後半の規定にでい鯛するのではな

　いかとの疑垣あるので,」，「或る労働組合に特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数垣加入

　している場合等には，その労働組合は，当該工場や事業場で働いている労働者垣，その組合員であ

　ることを要求するクローズド・ショップやユニオン・ショヅプの労働協約を締結すること垣できるこ

　とを特に念の7二めに規定し7こものである．」とされでいるのである垣（加来オニ耶「改正労働組合法の詳

　解j（昭和24年版）頁130,127),この説明の中で前半のような解釈にっいては批判がなされていることに

　ついては後に述べることとする．さて先づ組合分裂前について見ると，この場合は組合垣従業員の

　過牛数を占めていれば，残りの従業員に対して組合に加入するかそれとも退職するかを間接に強制

　すること垣できるたてまえを７柴炉とっているから別に問題はないと思うが（尤も労組法17柴の要

　件を充すときは残りの従業員に対し協約基準垣拡張適用されるから，そのような場合はその職場の

　労働関係は一恵安定する，この点からいっても非組合員垣組合に加入することが望ましい），組合垣

　分裂して第２組合垣作られ7こ後においては問題は簡単にはすまされない．この場合に対する立論の

　手加力哺としてはさし当っては，右の但書炉r労働組合が……雁用される労働者の過半数を代表す

　る場合において,』と規定する力づこわらに，憲法23柴には固結権團休交渉権を労働基本権としてか



　　　　　　　　　　クローズド・ショ･.プ制を巡る法律問題（就）べ宇田で）　　　　　　　５
　　　　　　　　　　-

かげていることであろう．そこでかような法的根熊を考慮にいれて吾妻教授は，「少なくとも第２

組合が過半数を占め7二以上は，クローズド・ショ．プの協定を7こてにとって，その解雇を要求でき

ないと考うべきではない力ヽと思う．」，「第２組合ができず二以上，フメリカ式の交渉團体の決定とい

.うような制度があれば格別，それが過半数に満7こない場合にも，クローズド・ショ．プの協定の法

律上の拘束力を否認するの炉正しいと思う．」といわれ，その理由として，「そうでないとその組合

に不当な褐占的地位を認めることになって，労匿組合が労働者によって自主的に結戌され，自主的

に固体交渉を行うという，固結権ないし團体交渉権の憲法上の保障の精榊にもとることになると思

う．」とされて問題について否定説を採られるようである（吾妻「劈働協約J≪[34, 35,伺氏「労働法の基本

間居」頁118).そして教授はま了こ別の機会においてパ

労組法17条の解釈論としても，「４分の１以下の方加別に組合を作っているときは，17条の適用な

しと解するのでなければ，およそ，すべての労働組合に固体交渉権を詔め，協約能力を認めるとい

う憲法28条の精榊に反する．」として同じような考方を展開していられる（吾妻「労働法」頁134).ま

すこ立案当局者はこのような場合について，「使用主加１の組合とユ,ニオｙ・ショ．プ等の協約を締結

しても，その組合炉従業員の過半数を代表していなければ，その使用者炉協約に従って他の労働組

合の組合員を解雇すれば不当労働行篤になる．又一般に，従業員の過半数の支持を得ていない労働

組合炉ユニオこ／・ショ．プの協約を締結することは，少数者の意思によって多数者に組合加入を強

制するもので，多数決の原理に反し，公序良俗に反するものといわざるを得ない.」となし，第１

組合員数加従業員の過半数未満の場合につきはっきりと否定説を探っていられる（加来氏前掲頁130).

かくて吾妻教授の所詮では，既に第２組合ができてしまっすこ以上は，それ炉従業員の過半数を占め

る場合はもとよりそれに満たない場合もともにクp ―ズド・ショ．プの協定の拘束力炉否認される

ようである．そしてこのような回答を出すにっいての激授の理論的根韻は，教授か別の機会におい

て，「組合員の一部炉脱退して第２組合を結成し7こ場合には，その労働力は第２組合のコントロー

ルに服するものであり，」となして労働協約の労働力に対する＝lントロ･－ルという持論から出発し

て.このような場合には「この瞬間力ヽらクローズド・ショップの協定に基いてこれら組合員の解雇

を要求する第１組合の植利は消滅するものと:解すべきであろう．」とされるところにあると思われ

るのである（吾妻「渦働法の基本問題」頁118).これに対し加来氏の所詮は右に見7こように，協約締結

をなし7こ第ｉ組合員加従業員の過半数を占める場合はその拘束力を認められるように見られないの

ではないのである炉，そうでない場合にはこれを否認していられるようである．ところ炉加来氏の

前記のような所説に対しては後.禧陣士の批判炉見られるのであって丿導士は次のようにいわれる．

即ち，.「しかし，この議論は，これら一工場に相ならんで存在せる労働組合は，いずれも憲法第28

条の保障せる固結権の行使にもとすくものであり，しすこかつて，團結権の競合であって，翠なる固

結せざる自由の行使の場合とは價値判断を異にすべきものであることを見の炉しているものであ

る．そして，実際にも，このような解釈炉いかに労組法第１条のかかげている『自主的に労働組合

を絹織し，固結することを擁護する』という目的を裏切る結果をリ二らすかについては，具休的事

件炉すでに警告を輿えているのである.」（ここで博士は昭和24年６月に大阪地労委に提訴され7こ阪

急百貨店事件を取り上げ，この事件炉，組合炉形だけの組合であることに不満な分子炉脱退して第

２組合を結成し，この第２組合炉協約締結，賃金問題等で会祗側に要求を出し7こので，会社炉急い

で従来協約さえなかっ了こ第１組合との間にユニオン・ショ．プ制の協約を締結し記ことを例示しで

いられる）とされ，就いて労組法７条につき，そのr非論理的な個所はそのままみとめてかからね

ばならぬのであって，非論理的な個所を強いて論理のっじっまを合わせようとすると，それこそ

　『法律を曲げる』ことになる．そうだとすると，第７条第１号但書は，母法と同じように，組合員
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であることを雁用条件として組合への加入を奨励することの許され.る場合をあげたものであり，し

　　　　　　　　　　　　　～～～／〆～～～戸戸～戸　～～〆　戸戸～〃　～～〆～〆〆～　～～～戸戸かもわが国においては，憲法第28条の蔵存する限り，ユニオン・ショ．プ制の効力は，未細顛者に

～戸戸～戸戸戸戸～　　戸戸　／〆戸〆／／～／　～～〆〆〆　　／　ｆ／戸戸〆〆戸対する関係に限られ，固結梗の競合の場合には及ばないI，と琴るべきである.」と主張していられ

る（後藤同士前掲頁437,438―傍点は筆者）.（尚加来氏の所訊と類似するものに肘山氏の見解がある.同氏「労働刑法」

頁173以下參照）．

　以上見て来すこ諸説には多少のニュフ≒／ス炉詔められる炉,..それらを通して考えられることは，組

合分裂後第２組合の結成されfこ後においては，つまり「固結梗の競合」の場合には最早クローズ

ド・ショップの効力は否認されねばならないとする考方炉有力であ.るということである．そしてこ

の考方の根矩とされているもの炉一様に憲法的固結梗の保障にあることは一恵留意されねばならな

い．そしてこのような見解に対立するものを含んでいると思われるものに加来氏の所論炉あげられ

ることは，少なくとも同氏が第１組合員が従業員の過半数を代表していない場合にはクｐ－ズド・

ショップの協定の拘束力は詔められぬ，とし勁前示の論ぽの反面解釈からいわれ得るのではないか

と思われるのである（尚肘山前掲參照）.イニだ然し，後低|専士と吾妻教授のそれが同巧異曲であるとい

うよりもむしろ同一の立場に立つものと思われるとしても，前者加第２組合の存在も憲法23条の保

障する「團結願の行使にもとすくもの」であると主張するとき，それ炉労組法第２粂の要件を充し

7こいわゆる自主的に成立し7こ労働組合を指していわれるならば了解できるが（第２組合の成立は多

くの場合その正当性炉疑わしいことは経験炉実証する），そうでなくてその引用され7こ阪急百貨店

事件の如き･もの，つまり第２組合の発生の仕方炉「正当な事･由」によ･るものだけをとらえてそのよ

うに論じられ，第２組合の成立炉「正当ならざる」事由による場合をも含めてプ般的に「團結願の

競合」の場合には云々であるとされるとし包ならば，それにはいささか疑問なきを得ないのである．

そしてこの場合には，右両氏の主張の仕方につき想起せざるを得ないのは泰村|導士の態度であっ

て，博士炉「第１組合からの脱退か正当な事由にもとづかざる限り，第２組合の結成は合法的には

なされえないといわなければなるまい（註3）.」とされ，その（註３）において「第２組合の結成をも

って，その加山の如何に拘らず一概に「固結自由の原則」の現われであるとみる見解は，主張者の

意志如何に拘らず固結梗の法理を正しく理解せす，ひいては労働基本梗としての固結願を否定する

ことにならすにはいないであろう．」といわれるの炉（峯村前掲頁63,64の註３），より優れた説明の仕

方であり正鵠な労働法理論の態度であると思われるのである（尤も右両氏炉ここに引用しすこ泰村隆

士の前段の主張を否認するものとは考えら,れない炉）．

　７）　以上述べて来だ諸問題を考慮するとき，一般的抽象的にはクローズド・ショ．プの協定に

よる労働力のコットロールの関係はどのように規定されるであろうか．上述の論述から一志の回答

炉出るであろうが，それは吾妻教授によれば，「ある経営の労働力を一定の組合のロンドロールの

下に置くことは，同時に他の組合のロントｐ－ノレを排除するという･意味を持つ」のであるから，

’「クｐ－ズド・ショヴプは，労働力に対する労働組合のロントｐ一ルを，組合相互間の問題として

規整する意味を持つ.」ということになるのである．･労働組合ない’し労働協約に関する理解にっい

ての教授の根本的な立場からするならば，それは当然に可能な帰結であろう（吾妄前掲頁日4,卯09以．

下參照）．そしてこのような規定の仕方炉，吾妻教授的立場によるならば水稿での問題に関する結論

としての意味をもっものであると同時に，それはま7ここ.れまで展開して来｀に論旨を集約し了こおおま

かな一つの線ともなるであろう（尤もこのような規定の仕方炉無粂件に承認されてよいかどうかに

ついては，論者の主張必ずしも一致していないふしもあり．ま7こ筆者もそのような態度には疑問を

もっものであるが）．恂同教授の右のような規定の帰結は結局F第２組合成立後は除名は解雇の義．

務を発生せしめないと解する」ということになるのは，既に述べ7こところから自明の理なのであ
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呪教授のいう「規整」の実質的意味内容もこのことを意味:するものと理解されることになるので

･ある..そして経りに，教授炉このような結論を出すにさいしても，クローズド・ショップの協定に

より「除名が解雇の義務を生ぜしめることによって,」第２組合の発生とその活動を封じようとす

る狙いをもっとされるとき，このことは使用者炉協約の相手方すこる労働組合を固体交渉の唯一の相

手方として認める旨の協約条項と同様の意味をもっものであって，「この意味に於て，クローズド･

ショ，プの含む図結強制は最も問題である.」（どのように教授によって問題とされているかの一端

は既に示しす二通りである一筆者註）とする考方をその基調としていられることを考慮せねばならない

のである（吾妻前掲頁114,119の註（40），同氏前掲「判例男働法」頁49以下, 128以下，尚峯村前掲頁69以下參照）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四　結　　　　語

　以上，クローズド・ショップの協定に件う主要な法律問題を提示して，それに関する法理の概略

と代表,的な所説を展開し整理することを試み仁．そしていわゆる固結僅の競合の場合に最も問題炉

あること，「除名と解屈」の関係にっいては具体的事情の精査と惧重な判断炉要望されると同時に

不当労働行篤との関係は実際問題としては惧重に処理すべきことを特に強調し7こ．クローズド・シ

ョヴプ約款の法律問題を論するに当っては労働僅・固紹拒の法理の充分な究明炉なされねばならぬ

のは無論のことであるし，ますこ第２組合どの関係や，その他の事柄にっいてもも少し述べ，且叉こ

れら全般に亘り学説を廣く紹介するとともに私見をも詳細述べる必要も認め包が，それらを省略せ

ざるを得なかっすこのは紙幅の制限によるもの.であっすこし，ま7こもともと木稿の趣旨炉問題を出して

それに関する若干の見解を展開するに止め，それによってクローズド’・ショ．プとは何かを知る仁

めの一つの手炉かりとなすにあるに過ぎないことをお断りせねばならない．（完）
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　　　　　　Summary

　In this treatise l took up the fo］lowing two. main problems of closed･shop an ｄ

attempted to criticize and cl arify them and other matters connected with them:

　　1. Doesn.t the closed-shop agreement fringe upon the freedom of unity of the

　　　union ？

　　2.　Has the agreement any legal power over‘ the second union when it has been

　　　formed ？In other words. abstractly what regulations are to be inserted in the

　　　agreement as to its power of cont:ｒ０１over labor.

　To the first question the answer is generally in the ａ伍rmative.

　As for the second question. the influential opinion　is that　the excluded　member

is never striped of his employment as the natural result of his exclusion from the

union but the employer has ａ duty to dismiss him; that the agreement has ｎ０ legal

power to control the second union｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Received April 30， 1953.)
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